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証券取引等監視委員会による当社役員に対する課徴金納付命令の勧告について

本日、証券取引等監視委員会から、当社の役員 1 名が、その職務に関して重要事実を知りながら、当該

重要事実が公表される前に当社株式を買い付けたという金融商品取引法（内部者取引規制）違反の事実

が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、上記役員に対する課徴金納付命令を発出

するよう勧告を行った旨が公表されました。

株主・投資家の皆様並びに、当社のお取引先をはじめ関係者の方々にご迷惑をおかけしましたことをこ

こに深くお詫び申し上げます。当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、証券取引等監視委員会による調査

開始直後から、外部専門家を交えて、本件の経緯及び内容の調査並びに当社の重要事実の管理の状況に

ついて検証を進めてまいりました。その結果、当社役職員の内部者取引の理解不足と内部情報管理体制

に改善すべき点が認められたため、再発防止のため、下記の施策を既に実施いたしました。

記

・全役職員に対する内部者取引の研修実施

・外部専門家のアドバイスを受けて内部情報管理体制の見直し・再構築

今後とも、当社役職員による内部者取引未然防止の強化・徹底をより一層取り組んでまいりますので、

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上

げます。

以上


